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第１４回 国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策会議

安全対策会議
国際海上コンテナの陸上運送に係る
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令和５年度の取組

① 連絡会議等
・令和５年８月３日 関東地方連絡会議
・令和５年９月15日 中部連絡会議
・令和６年１月24日 九州地方連絡会議

② 各トラック協会 海上コンテナ部会 安全講習会
・ 全国３地域でマニュアル周知に関する講演を実施済み。

実施済み：沖縄、佐賀、栃木
令和4年度と合わせ、全国１０地域で実施。

③ 安全確保に係る調査
・ 荷主、運送事業者、運転者に対しガイドライン、マニュアルの
周知状況や安全対策の取組につき調査を実施。

④ 情報伝達に係る優良事例調査
・ 主に積付けの状況に関する情報につき、情報伝達方法が優良と
思われる事業者の調査を実施。

資料２でご報告済み
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令和５年度の取組

⑤ マニュアル概要を記載したリーフレットの作成、配布
トラック運転者に向けて、「安全運転の徹底」及び「不適切コンテナ発見
時の対処」の具体的な内容を見やすい絵と文字で紹介するリーフレット
を作成。海上コンテナのトラック運転者に行き渡るよう、港湾関係団体を
通じてリーフレットを配布予定。令和５年度においては２万部を準備。

⑥ ガイドライン・マニュアルの英訳
「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン・マニュアル」の
英訳を実施。
国交省の英語HPへ掲載し、URL等を周知予定。

⑦ 過去の重大事故事例をマニュアルへ追記
事業用自動車事故調査委員会にて調査を実施した４事例について、そ
の概要をマニュアルに追記。

⑧ 車両技術動向調査
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出席者出席者 議 題議 題

主な議事主な議事

日時：令和５年８月３日（木）１４：００～

場所：横浜第２合同庁舎

（関係団体） 名簿順
一般社団法人東京港運協会
横浜港運協会
京浜海運貨物取扱同業会
東京倉庫協会
神奈川倉庫協会
東京商工会議所
一般社団法人日本貿易会
全日本港湾労働組合
全横浜港湾労働組合連合会
一般社団法人東京都トラック協会
一般社団法人神奈川県トラック協会
一般社団法人埼玉県トラック協会
一般社団法人千葉県トラック協会
東京港埠頭株式会社
横浜川崎国際港湾株式会社
川崎臨港倉庫埠頭株式会社

（行政） 名簿順
東京都港湾局、横浜市港湾局、川崎市港湾局
経済産業省関東経済産業局
国土交通省自動車局
国土交通省関東地方整備局
国土交通省関東運輸局

（１） 国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策会議（第1３回）
について
① 国際海上コンテナの横転事故等の発生状況
② 国際海上コンテナの陸上運送の安全確保に係る調査結果・優良事例
③ 令和４年度の取組及び令和５年度以降の取組につい

（２） 関東運輸局の取り組み
（３） 情報交換、連絡事項

〇優良事例の中で写真を撮るという事例があったが、早々には難しく、特
に輸入コンテナについては先になる。運転手が写真を見て積荷が分か
れば安心して運転できると考える。

〇トラック協会海コン部会員に対しては、ガイドラインを知らないという事業
者も出てきていることから、改めてガイドライン・マニュアルの周知活動
を実施している。他方で、非部会員や自家用ナンバー車に対しての対
策も必要と考える。

○トレーラーヘッドの中にはトレーラーブレーキがついているが、新車を購
入するとトレーラーブレーキがない車両があり、雪道等での事故に繋が
るのではないか心配である。

第９回 国際海上コンテナの陸上運送の安全確保のための関東地方連絡会議
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出席者出席者 議 題議 題

日時：令和５年９月１５日（金）１５：００～

場所：名古屋合同庁舎第一号館

（関係団体） 名簿順
一般社団法人 中部経済連合会
名古屋海運協会
名古屋日本船代理店会
名古屋港運協会
一般社団法人愛知県トラック協会
全日本港湾労働組合

名古屋港管理組合

（行政） 名簿順
愛知県警警察本部交通部交通指導課
中部経済産業局 産業部流通・サービス産業課
国土交通省自動車局
国土交通省中部地方整備局
国土交通省中部運輸局

（１） 国際海上コンテナの横転事故等の発生状況について

（２） 国際海上コンテナの陸上運送の安全確保に係る調査結果・優良
事例

（３） 令和4年度の取組及び令和５年度以降の取組
（４） 中部運輸局の取組等について
（５） 海上コンテナ部会の活動・取組みについて

〇トラック協会に加盟している事業者は、学習会等にも積極的に参加して
いるが、個々のドライバーに対する各種ガイドライン等の周知や、非会
員事業者に対しての対策が課題である。

○「標準的な運賃」については、以前と比べると浸透してきているが、海上
コンテナ輸送は輸送形態が特殊であることから、愛知県トラック協会の
海コン部会において、海上コンテナ輸送における「標準的な運賃」活用
パンフレットを作成し周知している。

第６回 国際海上コンテナの陸上運送の安全確保のための中部連絡会議

主な議事主な議事



5

出席者出席者 議 題議 題

日時：令和６年１月２４日（金）１５：００～

場所：福岡合同庁舎新館

（関係団体） 名簿順
関門コンテナターミナル株式会社
ひびきコンテナターミナル株式会社
博多ふ頭株式会社
北九州埠頭株式会社
九州地方港運協会
全日本港湾労働組合
運輸労連福岡県連合会
九州トラック協会
福岡県トラック協会
公益社団法人佐賀県トラック協会
大分県トラック協会

（行政） 名簿順
福岡県警警察本部交通企画課
福岡県土整備部港運課
福岡市港湾空港振興部
北九州市港湾空港局港営部港営課
九州経済産業局産業部流通サービス産業課
国土交通省物流・自動車局
国土交通省九州地方整備局
国土交通省九州運輸局

（１） 国際海上コンテナの横転事故等の発生状況について

（２） 国際海上コンテナの陸上運送の安全確保に係る調査結果・優良
事例

（３） 令和4年度の取組及び令和５年度以降の取組
（４） 中部運輸局の取組等について
（５） 海上コンテナ部会の活動・取組みについて

○トラック協会の会員については協会を通じてマニュアルやガイドラインの
周知を行うことができるが、会員に入っていないところは分からない。ト
レーラーだけではなくトラクタの使用者の方にも周知をお願いしたい。

○リーフレット等の周知であれば、WEBにより行うことは可能。紙媒体であ
れば、チェッキングブリッジは運転手が必ず寄るので、そのよう場所で
周知することができると考える。

○博多港はヒッツという輸出入貨物がいつ着いたか、受け取り状態にある
かどうか照会するシステムがあり、当該システムを見るのは運転者が多
いため、PDFで情報を掲載し確認いただいている内容もある。

第１回 国際海上コンテナの陸上運送の安全確保のための九州地方連絡会議

主な議事主な議事
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各トラック協会 海上コンテナ部会 安全講習会

全日本トラック協会から勉強会の開催について依頼があり、主にマニュアル、ガイドラインの周知を実施。

9月22日 沖縄県トラック協会 10月24日 佐賀県トラック協会

周知内容周知内容

ガイドライン、マニュアルの詳細及び地域ごとの取扱い品目に応じた注意点などを紹介
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マニュアル概要を記載したリーフレットの作成、配布

表裏 中面

トラック運転者に向けて、「安全運転の徹底」及び「不適切コンテナ発見時の対処」
の具体的な内容を見やすい絵と文字で紹介するリーフレットを作成。
海上コンテナのトラック運転者に行き渡るよう、港湾関係団体を通じてリーフレットを
配布予定。令和５年度においては２万部を準備。
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ガイドライン・マニュアルの英訳

発荷主の積み付けにおいて、ガイドライン・マニュアルを参照していただくように英
訳を実施。国交省の英語HPへ掲載するとともに、英語版ガイドライン・マニュアルを
周知予定。
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過去の重大事故事例をマニュアルへ追記

事業用自動車事故調査委員会にて調査を実施した事故事例４例を日本語版のマ
ニュアルに参考資料として追記し発行予定。
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車両技術動向調査

○メーカー
いすゞ自動車近畿(株)
神戸日野自動車(株)
三菱ふそうトラックバス(株)
ＵＤトラックス(株)
＜調査内容＞
・コンテナの左右バランス
・トレーラーブレーキ
・先進安全サポート機能 等

○事業者及び運転者の回答者数
運送事業者：１０９者、運転者：５３５者

昨今のASV（先進安全自動車）の普及状況を踏まえ、トレーラーを開発・製造する主
要メーカー４社（国内）に対し、車両技術動向について令和５年８月にヒアリングを実
施。また、車両技術の導入状況を把握するため、事業者及び運転者に対し、令和５
年１１月～令和６年１月にかけアンケート調査を実施した。

【調査の概要及び目的】
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メーカー別機能一覧
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事業者・運転者へのアンケート調査結果

■事業者調査
○車両数に対する装着率 ○事業者に対する装着率

■運転者調査
○運転者の使用率
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事業者・運転者へのヒアリング調査結果

■ コンテナの左右バランスについて

・運転時、ドライバーは片荷になっていても感じにくい。

・最新のトラクターヘッドで横転しないようなシステムがあっても、トレーラーにABS（EBS）
が付いてなければ機能しない（旧式には付いていない）。

・エアサスペンション（左右のバランスを調整）は数十年前からあるが、軸重、重心が真ん
中でないと機能しない。

■トレーラーブレーキについて

・停車中のみ使用でき、トラクタ側の駐車ブレーキを作動させることでトレーラー側も駐車
ブレーキが作動する。

■先進安全サポート機能について

・ドライバー異常時対応システムは標準化されてきている。
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